
（別紙１） 

管理物件の維持管理要求水準に関する資料 

 

１．センターの施設 

（１）日常点検  

汚損等がないか各展示を確認してください。また、点検表を作成し記録してください。 

２．環境体験設備 

（１）日常点検 

汚損等がないか各展示を確認してください。また、点検表を作成し記録してください。 

（２）定期点検 

・年１回定期点検を実施してください。また、定期表を作成し、記録してください。 

・時勢に合わせて改修してください。 

３．６５インチモニター、５５インチモニター及び２２インチタッチモニター 

（１）日常点検  

正常な作動を確認してください。また、点検表を作成し、記録してください。 

４．パソコン 

 （１）日常点検 

    正常な作動を確認してください。ウイルスソフトは最新のパターン・バージョンに更

新してください。また点検表を作成し、記録してください。 

５．地震速報装置 

（１）日常点検 

   通信業者が規定する点検手順等に沿って、適切に作動するように確認してください。 

また、点検表を作成し、記録してください。 

６．事務機器類 

 （１）日常点検 

    正常な作動を確認してください。 

（２）定期点検  

コピー機については、月１回定期点検を行ってください。その他機器については、定

期点検は必要ありませんが、障害発生時には修繕を行ってください。 

７．車両 

 （１）日常点検 

安全な車両運行のために必要な点検を行ってください。車両の運行に必要となる消耗

品（エンジンオイル、タイヤ、ワイパーゴム等）は適宜交換してください。 

（２）定期点検 

   継続検査（車検）の実施及び自動車損害賠償責任保険に加入してください。継続検査 

を受けたときは、自動車検査証及び自動車損害賠償責任保険の写しを県に提出してくだ 

さい。また、その他の点検については適宜実施してください。 

（３）任意保険 

    指定管理者において自動車任意保険に加入してください。 
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目標値の計上方法 

 

１ 環境教育参加者数 

   主催講座、出前講座、社会見学、一般見学、フリー来館者、交流会参加者、行事等参加

者数を計上します。 

２ 児童・生徒を対象とした参加者数（講座受講者数及び公募企画への参加者数） 

   上記１のうち、学校での出前講座、社会見学及び公募企画への参加分を計上します。 

３ 地域リーダー養成を目的とした講座受講者数 

   上記１のうち、環境学習地域リーダー養成を目的とした講座への参加者数を計上します。 

４ 講座、イベント等において他の環境団体等と協働した団体数 

   講座、イベントのうち、地域の環境課題の解決に取り組むＮＰＯ、企業等と協働した団

体数を計上します。 

５ 講座を通じて自発的に環境活動に取り組む意向を示した参加者の割合 

   講座受講者や出前講座を依頼した主催者へ、講座の内容や講師の態度などを項目とした

アンケートを実施します。その中で「講座を通じて自発的に環境活動に取り組む意向を示

す」項目についての問いを設け集計します。 

（１）参加者の特定できる（主催講座等）場合 

原則として参加者全員にアンケートを実施します。回収したアンケートの９５％以上が

「自発的に環境活動に取り組む意向を示した」場合、目標を達成したことになります。 

（２）出前講座の場合 

   出前講座を依頼した団体の代表者（学校の場合、担当の教師等）にアンケートを実施し、

「自発的に環境活動に取り組む意向を示した」場合、目標を達成したことになります。 

（３）公開講座の場合 

   不特定多数を対象とした公開講座等の場合、可能であれば全参加者にアンケートを実施

することが望ましいですが、困難な場合は、参加者の１０％程度を無作為に抽出し、ア

ンケートを実施します。回収したアンケートの９５％以上が「自発的に環境活動に取り

組む意向を示した」場合、目標を達成したことになります。 
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事業計画書の記載要領 

 

次の各事項の項目ごとに考え方をわかりやすく記してください。 

１ 管理運営方針に関する事項 

（１）管理に対する総合的な基本方針 

   指定管理者として何を目指すのか等、センターの管理運営を行っていく上での総合的な

基本方針を説明してください。 

（２）利用者の公平、公正な利用 

   様々な利用者に対し、平等な利用を確保するための考え方について説明してください。 

（３）企業（団体）の社会的責任について 

   企業（団体）倫理、コンプライアンス（法令遵守）、環境管理（グリーン購入や省エネ

等環境負担軽減等）について基本的な考え方を説明してください。 

 

２ 管理業務に関する事項 

（１）利用者の安全確保策、事故防止策、危険箇所等の発見やその措置について 

（２）展示施設維持管理業務全般の基本的な考え方及び管理の方法について 

   展示施設の保守管理計画及び維持管理業務で、外部に委託する場合は、それらの業務の

内容及び委託先選定方法などを含めた外部委託の考え方も示してください。また、現在

の維持管理水準と異なる基準で施設等の維持管理等を実施する場合は、その方法と理由

を示してください。 

（３）緊急時・事故発生時の対応等危機管理について 

   緊急事態を想定した研修や訓練等について説明してください。 

（４）個人情報保護について 

   個人情報保護方針、保護するために講じる手段等について説明してください。 

 

３ 運営業務に関する事項 

（１）「気づき」の機会の提供 

   事業内容を年度ごとに具体的な事業計画として説明してください。 

（２）気づきを「知識」や「実践」へと発展させる機会の提供 

   事業内容を年度ごとに具体的な事業計画として説明してください。 

（３）環境学習地域リーダー等の養成と支援 

   事業内容を年度ごとに具体的な事業計画として説明してください。 

（４）様々な主体と連携した環境保全活動の実施 

   事業内容を年度ごとに具体的な事業計画として説明してください。 

（５）魅力的な社会見学のプラン開発について 

（６）録画講座の配信等の活用の方策について 

（７）利用料金の設定や料金と収受方法、減免等について 

（８）利用者サービス向上につながる提案について 



（９）施設稼働率を高める施策について 

（10）環境情報の効果的な提供・発信について 

（11）利用者の意見・要望の把握、管理運営への反映について 

（12）成果目標と自己評価について 

 

４ 収支計画に関する事項 

（１）収支計画の積算の考え方について 

収入見込みの基となる施設利用料、事業収入等収入の考え方、各支出項目積算時に考慮

した点を説明するとともに、利用料金表を添付してください。収支計画表については、５

年にわたる計画、各年度の計画をそれぞれ記載してください。 

（２）コスト削減の考え方について 

   より合理的な事業の実施に関するコスト削減を記載してください。 

 

５ 組織及び人員に関する事項 

（１）持続的・安定的に運営できる財政的基盤について 

（２）職員の雇用形態、勤務形態、業務内容について 

   センターを運営する組織図を添付してください。図中には（ ）書きで人数を併記して

ください。 

（３）職員の配置、勤務ローテーションについて 

   勤務のローテーションの考え方を説明し、ローテーション表を添付してください。 

（４）運営管理を実施するための人員の確保について 

（５）職員の人材育成の基本的な考え方、職員研修計画等について 

   

６ 提出書類の様式 

原則として、日本工業規格Ａ４の大きさの用紙（Ａ３版を折り込んでＡ４版とすること

は可）とし、別紙様式２に準じて作成してください。各項目のページ数の制限はありませ

ん。提出にあたっては、提出書類の下表にページ数を記載してください。 

 

７ 言語、通貨、単位等 

   提出書類に用いる言語、通貨、単位は、日本語、日本円、日本の標準時及び計量法（平

成４年法律第５１号）に定める単位に限ります。 
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「リスク分担表」 

種類 内容 

負担者 

県 
指定管

理者 

法令等の変更 

管理施設についての設置基準の変更など、法改正に伴い管理物件の整備が必要となった

場合 
○  

上記以外の場合  ○ 

第三者賠償（※） 

指定管理者の責めに帰すべき事由により周辺住民等に損害を与えた場合（不適切な管理

運営による騒音・振動等の苦情） 
 ○ 

上記以外の場合 ○  

センター利用者への

損害（※） 

指定管理者の責めに帰すべき事由により利用者に損害を与えた場合（不適切な施設管理

による利用者のけが等） 
 ○ 

上記以外の場合 ○  

物価変動 人件費、物品費等物価変動に伴う経費の増減があった場合 ○ ○ 

金利変動 金利の変動に伴う経費の増減があった場合  ○ 

不可抗力 
テロ、暴動、天災等により、業務の中止などの履行不能、施設利用者への損害及び施設・

設備の損壊等があった場合 
○ ○ 

資金調達 
県の支払い遅延・不能に関するもの ○  

上記以外の場合  ○ 

施設競合 競合施設による利用者の減少、収入の減少があった場合  ○ 

需要変動 当初の需要見込と実施結果との差異によるもの  ○ 

税制度の変更 税制度の変更があった場合 ○ ○ 

管理施設（環境体験

施設以外の建物、工

作物、機械設備等）

の修繕 

指定管理者の責めに帰すべき事由による場合  ○ 

上記以外の場合 ○  

管理施設（環境体験

設備）の修繕 

指定管理者の責めに帰すべき事由による場合  ○ 

修繕に係る費用が１件当たり５０万円を超えない場合（経年劣化の場合も含む）  ○ 

上記以外の場合 ○ ○ 

備品等の損傷・損

壊・盗難 

指定管理者の責めに帰すべき事由による場合  ○ 

修理等に係る費用が１件当たり５０万円を超えない場合（経年劣化の場合も含む）  ○ 

上記以外の場合 ○ ○ 

債務不履行 
県における協定内容の不履行があった場合 ○  

指定管理者の業務及び協定内容の不履行があった場合  ○ 

情報管理 指定管理者の責めに帰すべき事由により情報が漏洩した場合  ○ 

管理施設の利用不能

等による収入の減少 

指定管理者の責めに帰すべき事由により施設等が利用不能となった場合  ○ 

上記以外の場合 ○  

指定期間満了時等の

費用 

指定の期間が終了した場合、又は指定期間中における指定の取消しをした場合における

業務引継ぎに要する費用 
 ○ 

（※）指定管理者が加入する保険で対応できる場合は、保険での対応を優先とし、保険金額を超える部分については、県及び指定

管理者で協議して決定するものとする。 
 


